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（
質
問
の 

三
）

答

弁

第

三

号 

 

内
閣
衆
甲
第
六
四
号 

昭
和
二
十
四
年
十
一
月
四
日 

 

内
閣
総
理
大
臣 

吉 

田 
 

茂 

 

衆

議

院

議

長 

幣 
原 
喜 
重 

郞 

殿 

 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
主
食
配
給
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 



（
但
し
、
い
も
類
を
除
く
。
）
以
上
の
場
合
に
は
、
原
則
と
し
て
持
込
配
給
す
る
こ
と
を
建
前
と
し
て
必
要
額
が
積
算
さ
れ

て
い
る
。 

一 

政
府
と
し
て
は
、
食
糧
需
給
の
面
か
ら
、
公
団
に
対
し
て
、
玄
米
の
搗
精
歩
合
を
九
六
％
に
抑
え
、
こ
れ
を
配
給
さ
せ

て
い
る
。
か
つ
て
は
、
国
家
総
動
員
法
又
は
食
糧
管
理
法
の
規
定
に
よ
つ
て
搗
精
限
度
の
定
め
が
あ
つ
た
が
、
現
在
で
は

廃
止
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
政
府
と
し
て
は
需
給
の
見
透
し
さ
え
つ
け
ば
、
公
団
を
し
て
更
に
歩
留
を
引
下
げ
し
め
る
こ
と

も
可
能
な
次
第
で
あ
る
。 

二 

政
府
と
し
て
は
、
主
要
食
糧
の
消
費
者
価
格
の
決
定
に
当
り
、
都
市
に
お
い
て
一
回
の
配
給
数
量
が
同
一
品
種
五
日
分 

も
つ
と
も
価
格
の
表
示
で
は
、
持
込
又
は
店
頭
渡
を
一
本
と
し
、
そ
の
間
に
差
等
を
設
け
て
い
な
い
か
ら
、
仮
に
都
市

に
お
い
て
持
込
配
給
を
し
な
い
か
ら
と
い
つ
て
、
公
団
に
は
法
律
上
の
責
任
は
な
い
と
思
う
が
、
消
費
者
に
と
つ
て
は
た

と
え
五
日
分
以
内
で
あ
つ
て
も
持
込
配
給
は
大
部
分
の
希
望
で
あ
る
か
ら
、
設
備
、
人
員
等
の
不
足
は
創
意
と
工
夫
で
補 

衆
議
院
議
員
橫
田
甚
太
郞
君
提
出
主
食
配
給
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一 

 



 

二 

い
、
可
能
な
る
限
り
持
込
を
励
行
す
る
よ
う
、
か
ね
が
ね
公
団
に
対
し
て
は
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 
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